
滋賀県立学校介護等体験実施要項 

 

１ 趣旨 

    小学校および中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法

律に基づき、小学校または中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者が円滑な

介護等体験を行えるよう、大学（短期大学を含む。以下同じ。）、特別支援学校（以下「学

校」という。）および滋賀県教育委員会（以下「県教委」という。）のそれぞれの基本的

役割等を定めるものとする。 

 

２ 関係機関の役割等 

（１）大学 

    ①  介護等体験希望者を取りまとめ、毎年度４月末日までに当該年度分の介護等体験希

望者の申込書（様式１）を電子メールにより県教委教職員課(ma03@pref.shiga.lg.jp)

へ提出するものとする。 

  ②  県教委から体験先学校の通知があったときは、学生の体験先学校を決定し、介護等

体験者名簿（様式３）、学生の個人申込書（様式４）を５月末日までに、学生の健康

診断書を体験の２週間前までに学校へ提出する。これらの書類が期日までに提出でき

ない場合は、学校へ速やかに連絡し、提出期日を調整することとする。 

  ③  介護等体験に当たっては、介護等体験に係る証明書を学生から体験先の学校へ提出

させるものとする。 

  ④  介護等体験に当たっては、次に掲げる事項の指導を行うものとする。 

      ア  法の趣旨に基づく全般的な事前指導に加え、体験先の学校の状況に応じ必要な事

前指導 

   イ 介護等体験保険(介護等体験に際して発生した事故による損害が補償されるもの

とする。)への加入 

      ウ 社会人としてのマナー並びに振る舞いおよび児童生徒の障害の特性に応じ必要な

配慮 

   エ  介護等体験証明書の紛失防止 

  ⑤  体験申込後に体験者数が大きく変動しないよう、必要な調整と学生への指導を行う

ものとする。 

  ⑥  後期の科目等履修生については、10月末日までに介護等体験申込書を電子メールに

より県教委へ提出するものとする。 

  ⑦ 介護等体験が終了したときは、介護等体験実施報告書（様式５）を電子メールによ

り県教委教職員課へ提出するものとする。 

 

（２）学校 

  ① 毎年度４月末日までに、当該年度分の介護等体験受入予定期日・人数報告書（様式

２）を電子メールにより県教委教職員課へ提出するものとする。 

  ② 介護等体験終了の証明を行うものとする。 

  ③ 介護等体験終了者の名簿を５年間保管するものとする。 

  ④ 介護等体験が終了したときは、介護等体験実施報告書（様式５）を電子メールによ

り県教委教職員課へ提出するものとする。 

 

（３）県教委 

① 学校の報告に基づき、学校と大学との調整を図り、介護等体験の期日および学校を

決定し、学校および大学へ通知するものとする。 

② 提出を受けた介護等体験実施報告書をとりまとめ、関係機関へ送付するものとする。 
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３ 介護等体験の内容 

  受入学校は、次の項目の中からそれぞれの状況に応じ、介護等体験を実施するものとす

る。この場合、１日の体験がオリエンテ－ションや見学のみで終始することのないように

するものとする。 

（１）介護または介助 

（２）話し相手、散歩の付き添いなどの交流等 

（３）掃除、洗濯等学校の職員に必要とされる業務の補助等 

 

４ 必要経費 

  受入学校は、体験に必要な経費の実費を介護等体験者から徴収することができるものと

する。 

 

５ 介護等体験証明書 

（１）受入学校は、免許申請に必要な体験を別紙証明書に証明するものとする。 

（２）証明は、体験の連続する期間ごとに行うものとする。 

（３）「体験の概要」欄には、「身体障害児等の介護等」、「知的障害児等の介護等」と記

載するものとする。 

（４）令和３年５月７日付け文部科学省総合教育政策局長通知「教育職員免許法施行規則等

の一部を改正する省令の施行等について」により、介護等体験証明書の様式における押

印原則が廃止されたところであるが、不正防止のための方策を検討する必要があること

から、学校においては当分の間、従前どおり学校長印（公印）の押印を要することとす

る。 

 

６ 学生の責務等 

（１）介護等体験に当たっては、その意義を認識し、事前準備から体験後までを通じて、大

学や受入れ校の指示に従い真摯に体験に従事しなければいけない。 

（２）体験によって知り得た秘密は、体験中はもとより体験終了後も他の者に漏らしてはな

らない。 

（３）定められた日にやむを得ず遅刻したり体験ができないとき、または感染症の罹患をは

じめ体調不良であるときは、受入れ校および大学へ速やかに連絡しなければいけない。 

（４）この要項に基づき介護等の体験を行おうとする者は、すべて大学へ申込みを行うもの

とする。 

 

７ 事故の未然防止および対処 

（１）大学、学生および学校は、介護等体験に際して事故が発生しないよう十分に配慮しな

ければならない。 

（２）大学は学生に対して、介護等体験の実施前に、事故の未然防止に必要な知識・情報(介

護等体験保険に関することを含む。)を周知するものとする。 

（３）介護等体験に際して事故が発生した場合は、各関係者は応急の処置に努め、速やかに

安全の確保を図るものとする。 

（４）大学は、介護等体験に際して発生した事故について、責任をもって対応するものとす

る。 

 

８  その他 

（１）大学は、担当者および連絡先を滋賀県教育委員会事務局教職員課服務・免許係へ報告

するものとする。 

（２）県外の大学については、県内の大学の受入に支障のない範囲で、本県出身者（本県に



住所または帰省先を有する者をいう。）に限り受け入れることができるものとする。 

（３）受入学校は、自然災害の発災その他予定する介護等体験を実施することが困難な状況

が生じたと認めるときは、速やかに大学へ介護等体験の中止を連絡するものとする。こ

の場合、大学は、速やかに学生へ連絡するとともに、代替日程の確保等必要な調整を図

るものとする。 

（４）この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

９ 実施時期 

  この要項は、平成１０年８月２７日から実施する。 

 

 

 （改正経過） 

  平成１６年４月１日一部改正する。 

平成１９年４月１日一部改正する。 

平成２２年１２月２０日一部改正する。 

平成２６年１２月１８日一部改正する。 

平成２８年１月２８日一部改正する。 

平成２９年１月３１日一部改正する。 

平成３０年１１月２６日一部改正する。 

令和３年１１月１日一部改正する。 
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    ①  大学から体験希望者報告、学校から受入予定者等報告（４月末日） 

 

  ②  県教委から大学および学校へ体験先割当学校、人数報告（５月中旬） 

 

  ③  大学から体験者名簿・個人申込書提出（５月末日まで）※健康診断書は体験２週間前まで 

 

  ④ 大学および学校から、実施結果報告（実施後） 


